
 

 

令和５年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業 

特別会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度小牧市の尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業特

別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 203,000 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 489,227 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 





第２表 繰越明許費 

款 項 事 業 名 金 額 

２ 事 業 費 １ 事 業 費 土地区画整理事業 203,000 千円 

 

第３表 地方債補正 

起債の目的 

補 正 前  補 正 後  

限 度 額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限 度 額 

起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

 千円  ％  千円  ％  

土地区画整

理事業 

43,200 証書借入 

又 は 

証券発行 

４．５以内

(ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率) 

政府資金につ

いては、その融

資条件により、

銀行その他の

場合にはその

債権者と協定

するものによ

る。ただし、財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、若しく

は繰上償還又

は低利債に借

り換えするこ

とができる。 

149,700 補 正 前 

に 同 じ 

補 正 前 

に 同 じ 

補 正 前 

に 同 じ 

計 43,200    149,700    

 

 



令 和 ５ 年 度 

尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画

整理事業特別会計補正予算（第１号） 

  

 









地方債の令和３年度末及び令和４年度末における現在高並びに 

令和５年度末における現在高の見込みに関する補正調書 

 

区 分 
令和３年度末 

現在高    

令和４年度末 

現在高    

令和５年度中増減見込み 
令和５年度末 

現在高見込額 令和５年度中 

起債見込額  

令和５年度中 

元金償還見込額 

区 画 整 理 債 

千円 千円 千円 千円 千円 

143,360 117,238 149,700 31,960 234,978 

補 正 額   106,500  106,500 

補 正 前 の 額 143,360 117,238 43,200 31,960 128,478 

合 計 143,360 117,238 149,700 31,960 234,978 

 


